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高齢・障害福祉高齢介護課 ☎ 06（6170）1561
障害福祉課 ☎ 06（6383）1374

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

◆たちより体操タイム
　公立こども園で、高齢者（65歳以上）
が乳幼児と一緒になって体操していま
す。気軽にご参加ください。

ところ とき（10月）

べふこども園 16 日㈪・23日㈪
午前 10時～ 10時 15分

とりかいこども園 23 日㈪
午前 10時～ 10時 15分

問合せ　各園へ（本紙 27ページを参照）
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◆◆重度障害者等福祉金重度障害者等福祉金
　重度障害者などの福祉増進を目的として、以下の
対象者に年額12,000 円を支給します。
　また、対象期間中（令和４年 10 月１日～令和５
年９月 30 日）に延べ 30 日以上入院した場合は、
12,000 円を上乗せして支給します。
●対象　①～④すべてに該当する人
　①次のいずれかに該当する人
　▷身体障害者手帳１・２級▷療育手帳Ａ・Ｂ１
　▷精神障害者保健福祉手帳１・２級▷特定医療費
　（指定難病）受給者▷特定疾患医療受給者▷小児慢
　性特定疾病医療受給者▷特別児童扶養手当受給者
　から監護または養育を受けている障害児
　②令和５年 10 月１日時点で、本市に１年以上住
　民登録をしている人　③非課税世帯に属する人
　④生活保護を受給していない人
●申請方法　以下のものを障害福祉課へ持参または郵送
　▷申請書（同課で配布）▷振込口座が分かるもの
　▷支給対象であることを確認できる書類（特定医
　療費（指定難病）受給者証など）▷対象期間中に
　延べ 30 日以上入院した場合は、入院を確認でき
　る書類（領収書、入院証明書など）
●申請期間　10 月１日㈰～来年３月 31日㈰
　　　　　　（消印有効）
●問合せ　同課へ

◆◆大阪府高齢者大学校  受講生募集大阪府高齢者大学校  受講生募集
開講期間　令和６年４月～令和７年３月
申込期間　10月 23日㈪～11月 24日㈮
申込方法　募集案内冊子（高齢介護課または下
　　　　　記問合せ先で配布）同封の申込書を
　　　　　下記問合せ先へ郵送、持参または同
　　　　　大学校ホームページから申し込み
講座内容　歴史・自然・語学・美術・IT（PCなど）・
　　　　　健康など 61科目
受 講 料　年額 60,000 円※特別教室使用料な
　　　　　どが発生する場合は、受講料とあわ
　　　　　せて一括納入が必要※教材費・校外
　　　　　学習費などの費用が別途必要
問 合 せ　認定NPO法人 大阪府高齢者大学校
　　　　　☎ 06（6360）4471へ

　お茶を飲みながらのおしゃべり、簡単
な体操、懐かしい遊び、笑いヨガ、認知
症予防ゲームなど、介護予防を目的とし
て高齢者の集まる場所の提供とレクリ
エーションを実施しています。ぜひご利
用ください。
対　象　おおむね 65歳以上の人 
費　用　100円（お茶・お菓子代）
問合せ　高齢介護課へ

実施場所 住所 日時
第 10集会所 千里丘 5-8-28 毎週㊌

午前 10時～ 12時

鶴野会館 鶴野 2-9-5 毎週㊍
老人福祉センター
せっつ桜苑 桜町 1-1-11 毎週㊋

第 41集会所 新在家 2-10-15 毎週㊌

第 30集会所 一津屋 2-7-3 毎週㊎

第 43集会所 別府 2-30-2 毎週㊎

第 15集会所 鳥飼下 3-12-3 毎週㊊

第 21集会所 鳥飼新町 2-10-20 毎週㊋ 午後1時半～３時半

老人福祉センター
（ふれあいの里内） 鳥飼上 5-2-8 毎週㊌ 午前 10時～ 12時

つどい場のご利用をつどい場のご利用を

予約不要＼お気軽にお越しください／


